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下野市配偶者等からの暴力対策基本計画の推進状況概要 

令和３年３月３１日現在

事業の進捗状況 

「下野市配偶者等からの暴力対策基本計画（2018 年度～2020 年度）」では、３つの基

本目標に基づき、ＤＶ対策に関する事業を推進しました。令和２年度の各事業の進捗状

況は、資料４をご覧ください。 

プランの総合評価 

「下野市配偶者等からの暴力対策基本計画（2018 年度～2020 年度）」の計画期間の

３年間における、各事業の総合的な評価は以下のとおりです。 

 ＜評価基準＞ 

  ◎評価・・・施策を特に推進することができた 

  ○評価・・・施策をおおむね推進することができた 

  △評価・・・施策をあまり推進することができなかった 

×評価・・・施策を推進することができなかった 

基本目標Ⅰ ＤＶ防止の意識づくり 

施策の方向 
◎○評価

達成率 

評価 

◎評価 ○評価 △評価 ×評価

Ⅰ-１ ＤＶ防止に向け

た対策の充実
100％ 1 9 0 0 

ＤＶ防止に向けた対策として、意識啓発、情報発信、相談機関の周知を実施しまし

た。新庁舎移転に伴い、ＤＶ防止啓発カードを改訂し、身体的な暴力以外もＤＶにあ

たることや、デートＤＶの定義、ＤＶのサイクル、非常時の持ち出し品チェックリス

トなどの情報を追加で掲載し、市内公共機関、医療機関、商業施設、啓発イベント等

で配付しました。これにより、相談窓口の周知だけでなく、ＤＶ被害の自覚がない方

に対しても意識を促し、スムーズな避難に繋げることを目指しています。 

教育現場では人権教育・人権啓発を推進し、教職員に対する研修を実施していま

す。参加者が当事者意識を持って研修に臨めるよう、講話、グループ協議、授業研究

会等、様々な形態で実施し、近年はコロナ禍における問題や性に関わる問題などを取

り上げ、様々な課題に対応できるよう配慮しています。令和２年度研修会参加者の

「様々な人権問題への理解を深められた」と回答した割合は 100％となりました。 

資料３
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一方で、人権問題は非常に幅が広く、ＤＶ防止の意識づくりに関する啓発機会は限

られてしまいます。令和元年度市民意識調査の結果からも、ＤＶに関する意識改善と

その定着を促すための啓発を継続する必要があります。ＤＶやデートＤＶ、関連の深

い性暴力、性犯罪に関する知識や、加害者や被害者にならないための意識の醸成のた

め、11 月の女性に対する暴力をなくす運動期間に実施したパネル展や各種啓発カード

配布、パープルリボンの周知を含め、広報紙やホームページの掲載に留まらない効果

的な手法の検討を要します。 

【参考】11 月の「女性に対する暴力をなくす運動」啓発 
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基本目標Ⅱ ＤＶ被害者の支援体制づくり 

施策の方向 
◎○評価

達成率 

評価 

◎評価 ○評価 △評価 ×評価

Ⅱ-１ 相談体制の充実 75％ 0 3 1 0 

Ⅱ-２ 保護体制の充実 100％ 0 4 0 0 

Ⅱ-３ 自立支援の充実 100％ 0 7 0 0 

市では相談体制の充実を図るため、平成 28 年度から相談員２名体制で対応してきま

した。相談員は各種研修会に参加しスキルアップを目指すとともに、県や近隣市町

（県内では宇都宮市・小山市・栃木市・日光市が設置）の配偶者暴力相談支援センタ

ーや、高齢福祉課、社会福祉課等との連携を行っています。 

ＤＶ被害者の支援に関して、市民意識調査から「相談窓口を知らない」「被害にあっ

たとき、だれにも相談しなかった」と答えた方が、回答者の半数以上を占めました。 

令和２年度は市内の一時保護件数が、例年の１件程度と比べて６件に急増しまし

た。コロナ禍において全国的にもＤＶ被害の増加・深刻化が懸念されており、これを

受けて国の相談窓口も拡充されました。被害者の安全を守るために適切な保護、支援

が提供できるよう、相談窓口の周知に引き続き力を入れていく必要があります。 

【参考】国によるＤＶ相談体制の拡充（内閣府ＨＰより） 
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基本目標Ⅲ ＤＶ対策の推進体制づくり 

施策の方向 
◎○評価

達成率 

評価 

◎評価 ○評価 △評価 ×評価

Ⅲ-１ 推進体制の整備 100％ 1 2 0 0 

連携体制については、関係機関との構築・整備を必要としています。配偶者等からの

暴力対策基本計画（2018 年度～2020 年度）の後継にあたる第三次男女共同参画プラン

策定にあたっては、庁内推進本部で協議を行い、進捗管理及び課題の共有を実施しまし

た。

また、ＤＶが発生した際、配偶者間だけでなく子の面前で暴力が発生しているなどの

児童虐待が付随しているケースがあります。これを受けて、児童虐待防止対策及び配偶

者からの暴力の被害者の保護対策の強化を図るため、令和 2 年 4 月 1 日から改正配偶
者暴力防止法が施行されました。児童虐待と密接な関連があるとされるＤＶの被害者の

適切な保護が行われるよう、相互に連携・協力すべき関係機関として児童相談所が法令

上明文化され、保護の適用対象として被害者の同伴家族が含まれることも明確になりま

した。

本市はＤＶの相談に対応する部署をこども福祉課としており、庁内の連携を図り対応

にあたっています。また、庁外関係機関との連携体制については、令和元年度から要保

護児童対策地域協議会代表者会議の委員に、栃木県男女共同参画センター・パルティ職

員を加え、ＤＶ・児童虐待に関する各機関の対応及び現状について情報共有を行いまし

た。併せて、前述の第三次男女共同参画プランの策定にあたり、掲載事業に関する意見

照会を実施しています。
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【参考】下野市ＤＶ防止啓発カード（三つ折り） 

（表）                     （裏） 


